
令和6年度第3回

境港市国民健康保険運営協議会

時令和7年2月20日 （木）

午後1時30分～

日

場所境港市役所第1会議室



～～～ 日 程～～～

『

会｜ 開

2会長あいさつ

3部長あいさつ

4委員出席状況報告

5議事録署名委員の選任

6報告・協議事項

（ ｜ ）令和6年度境港市国民健康保険費特別会計の決算見込について(P|～）

（2）令和7年度境港市国民健康保険費特別会計の予算（案）について(P3～）

（3）令和7年度の保健事業（案）について (PIO～）

（4）国民健康保険事業計画の改定について（別冊）

7 その他

会8 閉



令和6年度境港市国民健康保険費特別会計決算見込 (単位:千円）

歳 入 歳

科 目 5年度決算額6年度決算見込額増減(R6-R5) 科 目

現年課税 | 492,496 471,698 A20,798 総務管理費

般 滞納繰越 2 17,308 14, 175 43, 133総 基金積立金
小 計。 、 融 オ5"804 : 485,973 A23,9認 連合会負担金

退 現年課税 4 0 0 0務 医療費適正化
職 滞納繰越 5 27 87 60 賦課徴収責

。 小 6 …､ 271 ． 87計 60費 運営協議会費
計 7 : 509,83I 485,%0 423,871 ｡ ｡計

社会保障税番号システム整備費補助金 8 86 5, 1 16 5,030 療養給付費

淫 出産育児一時金臨時補助金 9 73 0 ▲73 療 養 費
匡

計 IO J I59 5,116 4j957 般 高額療養費
保険給付費等交付金 l l 2,372,685 2,473,661 100,976 高額介護合算療養費

保険者努力支援分 |2 14, 1 14 13,768 4346保 小 計
特別調整交付金分 ’3 6,827 9,829 3,002 療養給付費

都道府県繰入金 l4 28,483 9,853 A18,630険退 療 養 費
特定健康診査等負担金 ’5 6,026 6，314 288

計＝ ,‘〃,蝿,3， 』,…， ‘ ‘5,"‘給職 曾額耀算薦
保険税軽減分 |7 128, 178 123,653 44,525 蕊 小 計
保険者支援分 |8 61,886 60,056 A1,830付 審査支払手数料
未就学児均等割軽減分 19 965 987

産前塵後保険料軽減分 ユ‘ ‘‘ ，6‘ 屋麓鱸臭皇墨墓驫
出産育児一時金分 20 4,552 3,667 ▲885 葬 祭 寶

事 務 費 分 21 15,833 17,633 1 ,800 移 送 費

財政安定化支援分 22 64,990 67,580 2,590 傷病手 当 金

その他繰入金 23 4,772 5,235 463 “計一

<裏,*､"::i "i:総懸 §
滞 金 等 29 2,797 2,883 86 その他共同事業事務費拠出金

納 処 分 費 30 0 0 0 財政安定化基金拠出金

保険者返納金 31 325 377 52 特定健診等事業費

三 者納付金 32 2,014 79 AI,935 特定健康診査未受診者対策

入 33 0 12 12 保健 事 業 費

越 金 34 33,475 24, 160 49,315 税還付金・還付加算金・償還金

予 備 費

歳 、 入 合“ 計 3m 3,258,907 3,3 II,386 53,379 歳 出， 合 計
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令和6年度境港市国民健康保険費特別会計決算見込の概略

【歳入】 【歳出】
(単位：千円） (単位：千円）

い

インフルエンザ等の感染症の流行などにより、保険給付費が増加。・保険税は、被保険者数の減なと､により減少。

･保険給付費の増加により、保険給付費等交付金も増加。 ・県全体の診療費総額見込が減少したため、県全体の納付金が下がったことに伴

い、本市の事業費納付金も減少。

科 目 5年度決算額 6年度決算見込額 増減(R6-R5) 説 明

保険給付費 2,382,801 2,480,360 97，559
医療費の増などによ

る

事業費納付金 757,891 654,880 ▲ |03 OI I
県全体の診療費見込

の減による

保健事業費 34，451 40,890 6 439

基金積立金 36，331 86,048 49 717

そ の他 22,373 28,215 5 842

合 計 3,233,847 3,290,393 56，546

科 目 5年度決算額 6年度決算見込額 増減(R6-R5) 説 明

保
険
税

現年度分

滞納繰越分

計

492,496

17,33

509,83

471 ，698

'4，262

485,960

▲20，798

▲3，073

▲23,871

被保険者の減などに

よる

国庫支出金 '5 5， ’ ’6 4,957

県支出金 2，428， 13 2,513,425 85,290
保険給付費等交付金

の増による

一般会計繰入金 28I,21 278,975 ▲2，237

基金繰入金 0 0 0

繰越金 33,475 24， ’60 ▲9，315

そ の 他 5， ’95 3,750 ▲’ '445

合 計 3,258,007 3,31 1 ,386 53,379

収支差額 24, |60 20,993 (歳入一歳出）

実質単年度収支 27,016 82，881
(上記から基金繰入金、繰越金、基

金積立金を除く）



令和7年度国民健康保険における変更点について

爵舎一一 …”… …….オー 、‘

雛蟻懲懲蜘縫銚麹ｽ“燕1－℃- 』 。 忠寺簿

市町村が県に納める事業費納付金に市町村ごとの医療費水準の違いを反映しない「納付

金ベースの統一」を進めることとなった。

具体的には、令和7年度から医療費指数反映係数（納付金の算定に市町村ごとの医療費

水準の違いをどの程度反映させるかを示す係数：α）を0.2ずつ引き下げ､令和11年度に納

付金ベースの統一を行う。

溺驫鍵憲線険税税蕊"改定
q

医療分について、所得割を0.50%、均等割．平等割を各2,000円引き下げる。

均等割

25,600円

7,700円

9,400円

平等割

25,000円

8，000円

6,000円

所得割

8.00%

2．75％

2．62％

鋤
一
柵
碕

現イ
一

丁

23,600円
みー←ゴゴー

▲2,000円

____星型塑旦一
▲2,000円

7燭50％
壷一錘一一一.ﾛ奮一＝－

▲0.50%
医療分

改定後
支援分

介護分

8,000円

6,000円

州
一
州

7,700円

9,400円

L面 ■~

蕊驫縫康爆鐵説賦課限度額の見直し
』

保険税の賦課限度額については、被用者保険におけるルール（※）とのバランスを考慮

し、賦課限度額超過世帯割合が概ね1.5％になるように調整されている。

賦課限度額を据え置いた場合、基礎課税分・後期高齢者支援金賦課分の限度額超過世帯

割合が上昇し令和6年度を上回るため、賦課限度額を引き上げる予定。

また、中間所得層の被保険者負担に配盧し、軽減措置の対象範囲の拡大を行う。

（※）被用者保険においては､最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0"5%

～1.5％の間となるように法定されている。

【概要】

○基礎課税分を1万円、後期高齢者支援金賦課分を2万円引き上げる。

3
！

現行

改正後

基礎課税分

65万円

66万円

後期支援分

24万円

26万円

介護分

17万円

17万円

計

106万円

109万円



○2割・5割軽減の判定所得を引き上げる。

（1）5割軽減

［現行］ 43万円十（29万5千円×被保険者・特定同一世帯所属者数）

+(10万円×（給与所得者等の数-1))以下

［改正後］ 43万円+(30万5千円×被保険者・特定同一世帯所属者数）

＋（10万円×（給与所得者等の数－1））以下

※1被保険者数あたり1万円の上乗せ。

（2）2割軽減

［現行］ 43万円十（54万5千円×被保険者・特定同一世帯所属者数）

+(10万円×（給与所得者等の数-1))以下

［改正後］ 43万円十（56万円 ×被保険者・特定同一世帯所属者数）

+(10万円×（給与所得者等の数-1))以下

※1被保険者数あたり1万5千円の上乗せ。

､嘉灘療養葦制震
■

鋤憲蕊負担眼度額の引義上げ
I

C評幸一一一一和＝－=マ"一･一宙U,やwv希薄和､÷…

セーフティネッ

津

雷q

現役世代をはじめとする被保険者の保険料負担の軽減を図るとともに、セーフティネッ

トとしての役割を今後も維持していくため、令和7年8月から所得区分に応じて自己負担

限度額の引き上げを行う。

なお、令和8年8月からは所得区分の細分化が、令和9年8月からは細分化された所得

区分に応じた自己負担限度額の引き上げが行われる。

(例1 70歳未満、年収：約550万円、医療費: 100万円の場合）

現行との差額自己負担限度額

87,430円

95,530円

108,130円

120,730円
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8,100円

20,700円

33,300円

(例2 70歳以上、年収：約250万円の場合）

自己負担限度額

57,600円

60,600円

65, 100円

69,900円
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3,000円

7,500円

12,300円
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函70歳未満

※1括弧内の金額は現行の限度額｡ ※2年収額は目安の額であり､実際の所得区分の判定基準には月収（標準報酬月額）等が用いられる。
※3 「＋1％」とは、一定額を超える医療賀に対して1％の自己負担を求めるもの。

70歳以上

※ユ括弧内の金額は現行の限度額。 ※2年収額は目安の額であり、実際の所得区分の判定基準には月収（標準報酬月額）等が用いられる。

※3 「＋1％」とは、－定額を超える医療費に対して1％の自己負担を求めるもの。
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定率引上げ
(R7,8～R8.7)

細分化 R8.8～R9.7 R9.8～

区分

ア

要件

年収:約1"160万円～
(月収：83万円～）

月単位の限度額

290J400+1％
<多数伺醇当t 16i,100>

1
252,600+1%

<多数回該当： 140』100

区分

1

要件

年収目的1,650万円～
(月収：127万円～）

年収:約1"410万円～約ﾕ"650万円
（月収：103万円～121万円）

年収:約1"160万円～約1"410万円
(月収： 83万円～98万円）
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イ
年収;約770万円～約1｢160万円

(月収：53万円～79万円）

188,400＋1％
＜多数回鮫当： 1“,700>

、

」
167,400＋1％

＜多数回該当：93,000＞

年収：約1"040万円~約1"160万円
(月収:71万円～79万円）

年収目的950万円～約1f040万円
(月収: 62万円~68万円）

年収：約770万円～約950万円

(月収；53万円～59万円）

220,200+1%
＜多数回骸当:12Z,400>

204,300+1%
＜多致回咳当:ﾕﾕ3,400>

188,400+1%
<多数向鰯当:ﾕ044700>

252,300+1%
＜多酌同跡当: 140,100>

220,500＋1％
＜多数回骸当： 1Z2r400＞

188,400+1%
<多数回該当: 104,700>

ウ

年収：約370万円～約770万円

(月収：28万円～50万円）

88,200+1%
<多数回該当948,900>

〕80,100+1%
<多数回咳当544ｫ400>

年収；約650万円～約770万円

(月収:44万円~50万円）

年収：約510万円～約650
(月収：36万円～41万層

円

年収：約370万円～約510

(月収：28万円～34万届

円

113,400+1%
多事b同亜当:63，000>

100,800+1%
;数同醗当:55,800>
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138,600+1%
＜多数向西当：76,800＞

113,400+1%
＜多数向蕊当96ﾖ,000＞

88,200十1％
<多数回該当248,900>

工

＜多数同診当：46'500＞

57，600 ．､’
喜多識圃轄;""･参｜

ジ

0

1
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年収：約260万円～約370

(月収：20万円～26万屑

円

年収：約200万円～約260

(月収： 16万円～19万脛

円

約
一

一
■

69,900
＜多数回該当:47,400>

65，100
＜多數同華当:46,800>

60f600
＜多敵同詑当:46,500>

79,200
<多数向醜当:48,300>

69，900
<多数回設当:47,400>

60，600
〆垂軸同曹な虫ﾛ幻虞匡伺、、

オ 住民税非課税

36，300
<多数回該当fZ5rZOO＞

35,400
＜多諦同露当：24r600> ］

寺同

上。 住民税非課税 36,300
＜多敵回該当：25,ZOO>

36,300
<多数回護当： 25jZOO>

定率引上げ

(R7.8～R8.7)
細分化 R8，8～R9.7 R9.8～

区分
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年収:約1,160万円～
(月収：83万円～）
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(月収：127万円～）

~~~~~~~年収~§酌I河迩方円六J約1;6師方円一~~
（月収:103万円～121万円）

…….年収~rmIF逓ﾛ方円語約r;4ib方円~~~~~~‐
(月収：83万円～98万円）

月単位の限度額
↓一一一一一一一一一一一一一一一一一一十

367,200+1%
<多数同誘当：Z03,700>

325,200+1％
<多数回該当:l8of300＞

290,400+1%
<多数向訪当呂ﾕ61,100>

月単位の限度額

444,300＋1％
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<多数回盟当：ﾕ61,100>

現並

みⅡ

年収:約770万円～約1"160万円
(月収：53万円～79万円）

＜多 シ
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１
多く！

年収：酌ユヴ040洵脚～利ユ,ユbOﾉｺ間

（月収：71万円～79万円）

~~~~~~~~摩収~胃~約○百面万円;ご獅巧餌0万円~~~~~…
（月収：62万円～68万円）

~~~~~~~~~牟収:~獅万5万円諄約回百0万円~~~~~~~~‐
（月収：5ﾖ万円～59万円）

220,200+1%
く多数回該当： 1z2r4oo>

204，300+1％

＜多数回骸当:113,400>

188,400+1%
＜多数回該当:1“,700>

252，300+1％

<多数回咳当Eﾕ40,100>

220,500＋1％
＜多敵回骸当弓ｴ22,400>

188,400＋1％
<多数回骸当日104,700>

現並

みI

年収:約370万円～約770万円
(月収：28万円～50万円）

〔

88，200＋1％
<多数回該当:把,900>

80，100＋1％
＜多数回該当;44,400> ］

（月収：44万円～50万円）

~~~~~~~~~牢収哨~耐誕n万円＝約石百0万円~~~~~~~~‐
〈月収： 36万円～41万円）

~ 一 ~ 年収1~諏諏U方円忘約菖五0万画~~~~~~~~‐
（月収；28万円～ﾖ4万円）

＜

＜望

く

.3,400+1%
h回該当:63,000>

]0，800+1％
同甥当：55,800>

8，200＋1恥
ﾇ回該当：48,900＞

138,600+1％
<多数同誼当:76,800>

113,400+1%
<多数回該当:63,000>
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鍵く

一般
年収：～約370万円

（月収：～26万円）

60，600

＜多数回該当:46,500>

、
８
Ｊ
『０
の
》

０
妄
Ｏ

０
０
ｐ

Ｏ
ｐ
０
０
４

０
４
Ａ
Ｏ
４

Ｏ
４

ａ
１
０
“
ａ
１

４
と
ロ
』
ｎ
Ｕ
’
。
４
４
■
ロ

列
限
β
当
列
限

樹
趾
印
醍
銅
趾

癖
舞
筆
外
癖

外
砂
一

ｆ
ｔ
一

０
》
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』
１

1つ

~呂阜Ⅶヱ、U幻圃～串ツユ"uノコ向

（月収： 20万円～26万円）
燕75歳以上：窓口負担2割

.……~岸収曹~禰輌ﾛ方角語約亘百0万両~~~~~~~~‐
（月収： 16万円～19万円）
※75鰯以上g窓口負担2割

~~~~~~~~~~~~~~~~年収~『~墨禰茄ﾛ万円~~~~~~~~~~~~~~~‐
（月収：～15万円）

※75歳以上；窓口負担1割

bソ,gUU<多数回該当:47,400＞

外来特例28j0OO
（外来年間上限224,000)

~石副Ymを舞而毒雪~『堀罰dター
外来特例28,000

（ﾀ|来年間上限224,000)

~6⑨5師乏巽廼該当~r猛茄振一
外来特例20,000

(外来年間上限160,000)

ノコfエUリヘタ宣其凹墜＝5斗ﾛｭUU〆

外来特例Z8jOOO

（外来年間上限224,000)
~酌百00乏夛散面重野.鞆4両う-．

外来特例28,000

(外来年間上限224,000）
.“7600毒麺蔵聾-4碓而ター

外来特例20,000
(外来年間上限160,000）

低Ⅱ 件毘税非裸税

（

25，300

外来特例8,000

24，600
外来特例8,000 〕

qへ

』』 住民税非牒税
25,300

外来特例13,000

25,300
外来特例13,000

低I
件尾説非課税

(一定所得以下）

［

15，400

ﾀl宋特例8,000

外来 115，000

特例8,000｣

14 住民税謀税（一定所得以下）
15,400

外来特例8,000

15,400
外来特例8,000



令和7年度境港市国民健康保険費特別会計当初予算（案）
(単位:千円）

出

6年度当初予算額7年度当初予算額差引(R7-R6)

16,609 I0,862 45,747

61 ,564 1 ,786 459,778

2,666 2,679 13

3，405 3，779 374

2, I I3 3,546 1 ,433

212 212 0

86，569 22ﾀ8鉢 “::▲63，705

2,010,005 2,086,018 76,013

6,880 8, 100 1 ,220

328,793 345,700 16,907

315 350 35

：2,345,993 2，“0,噸一 ； :,“' '75
0 ▲I

0 ▲’

0 ▲’

0 ▲｜

4 6 灘驚▲4
6,718 6,575 A143

7,500 7,500 0

4 4 0

980 900 A80

2 ▲’

0 0 0

2,361,201".2,455, |総蝿; :;､ 93,947
413,976 447,489 33,513

182,794 172, |38 AI0,656

58， ’ ’3 59，087 974

654,883 678"14 23,831

0

|7,314 16,772 A542

2，320 2，440 120

21 ,256 21 ,807 551

3， ’62 2，662 ▲500

20,000 20,000 0

3, 166,706 3,229,408 ･ ：銅,｡7@2
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＜参考＞令和7年度境港市国民健康保険費特別会計当初予算（案）

一歳入 歳出

-ユ
【歳人】 (単位：千円） 【歳出】 (単位：千円）

6年度

予算額

7年度

予算額

増減

(R7-R6)

6年度

予算額

7年度

予算額

増減

(R7-R6)
科 目 科 目説 明 説 明

医療費見込の増など

による

I

保険給付費現年度分 453,347 419，327 ▲34，020 2，361，201 2,455， ’48 93,947
保
険
税

税率改定、被保険者

数の減による
医療費総額の増など
による

事業費納付金'8，589 |8, 146 ▲443 654,883 678,714 23，831滞納繰越分

U I I

保健事業費計 471,936 437,473 ▲34，463 40,890 41,019 '29
ロ ロ 1 1 i n 1 1

保険給付費等交付金

の増による

■ ■ ■

県支出金 基金積立金2,393,595 2,478,320 84,725 ▲59，77861,564 |，786

基盤安定繰入金の減

による

制度改正に伴うシステム

改修費の皆減等による
そ の他一般会計繰入金 289,234 283,289 ▲5，945 48, 168 43，741 ▲4，427

基金繰入金 計
〈
ロ0 '0， ’ ’5 IO, l l5 3， ’66，706 3,220,408 53,702

ロ

そ の他 l lj941 ' ’’21 1 ▲730

〈
ロ 計 3， ’66，706 3,220,408 53,702



＜参考＞令和7年度境港市国民健康保険費特別会計当初予算（案）の用語説明

歳 入 歳 出

①療養綻

被保険

うち白

診した際の医療貢の

の（医療昔の7割・8害

療
補
の

②

α
坐
匡

雪
ベ
ヨ
藍
一
勺

p整骨院

ヨ額寡陸

ヌ

ワ

③信

Iラ

、“

⑤葬祭責
二上j向甸ハ

⑥審査支払手對

診療報酬の雷
鳥取県国民侭

一

保険給付費

76.2％

事業費納付金

21 . |%

基金積立金・その他1 ．4％

①普通交付金（保険給付費等交付金）

保険給付費（出産育児一時金、葬祭貴等を除く）

に要する額が交付される

②特別交付金（保険者努力支援分）

医療費適正化等の取組状況に応じて交付される

③特別交付金（特別調整交付金分）

市町村の特別な事情を考慮して交付される

④特別交付金（都道府県繰入金）

県が定める基準に基づき交付される

⑤特別交付金（特定健康診査等負担金）

特定健診など事業費に応じて交付される

保険税の軽減分や出産育児一時金の一部、事務費分

など、法令に基づき一定のルールて、－般会計から繰

り入れる

県支出金

77.0%

保険税

13．6%

一般会計繰入金

8．8％

基金繰入金・その他0.6％



く参考＞

境港市国民健康保険の状況

(単位:人､％）◎被保険者数の推移

※令和2～5年度は年度平均実績､令和6．7年度は見込数

◎国民健康保険税の状況 (単位:千円､％）

◎保険給付費の状況

（療養給付費十療養費十高額療養費十高額介護合算療養費）

◎国民健康保険事業費納付金の推移 (単位:円）

◎単年度実質収支の推移

（収入一支出）（収入は繰越金･基金繰入金､支出は基金積立金を除く｡） (単位:千円）

9

区分
令和2年度

人数 前年比

令和3年度

人数 前年比

令和4年度

人数 前年比

令和5年度

人数 前年比

令和6年度見込

人数 前年比

令和7年度予算

人数 前年比

一般 6，261 96．3％ 6， '45 98． 1% 5,951 96．8％ 5，665 95．2％ 5,513 97．3％ 5,318 96．5％

退職 0 0 0 0 0 0

計 6，261 96．2％ 6,145 98． 1% 5,951 96．8％ 5，665 95．2％ 5,513 97．3％ 5,318 96．5％

区分
令和4年度

決算額 徴収率

令和5年度

決算額 徴収率

令和6年度見込

見込額 徴収率

令和7年度予算

見込額 徴収率

一般現年分 528,204 96．26 492，497 94．96 471 ，698 94．96 419，327 94．96

一般繰越分 20,023 '7．35 17,307 '5．53 14,175 '5．53 '8, ’22 '5．53

退職現年分 0 0 0 0

退職繰越分 144 15．61 27 3．48 87 3．48 24 3．48

計 548,371 509,831 485,960 437，473

区分

令和5年度

決算額

(千円）

|人当たり金額

(円）

令和6年度見込

見込額

(千円）

l人当たり金額

(円）

令和7年度予算

見込額

(千円）

|人当たり金額

(円）

一般 2，368，299 418,058 2，467，443 447,568 2,440, |68 458，851

退職 0 0 0

計 2，368，299 2,467,443 2,440, |68

医療分

金額 前年比

支援分

金額 前年比

介護分

金額 前年比

計

金額 前年比

令和3年度 569,071,881 一’7．8％ 72,774,297 －2．5％ 55,276, ’33 -l0.8% 797, |22,31 1 =14.4%

令和4年度 550 647 808 －3．2％ 66 362 973 －3 7％ 55 560 300 0.5％ 772 571 081 －3． 1％

令和5年度 515 398 992 －6．4％ 82 374 620 ９ 6％ 60 1 17 638 8.2％ 757 891 250 －｜ ､9％

令和6年度 413 975 072 一’9．7％ 82 ワq匂rfｰ 232 0 2％ 58 1 12 057 －3．3％ 654 880 361 =I3.6%

令和7年度 447 488 834 8． 1% 72 137 828 －5 8％ 59 086 653 1 .7% 678 713 315 3.6％

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度見込 令和7年度予算

収入

ﾉジﾀI不控ユマ

3,394,707

22，769

3，363，349

'6 475

3,347,203

90 956

3,258,008

33 475

3,31 1 ,386

24 |60

3,220,408

IO l l6

支出

｢売積五蚕

3,378,233

3

3，272

35

393

296

3,313

'34

727

|21

3，233

36

848

331

3,290

86

393

048

3,220

I

408

786

単年度実質収支 ▲6，292 I09 777 76 641 27 0I6 82 881 ▲8 330

基金残高 303,471 338 767 472 888 509 219 595 267 586 938



令和7年度の国保保健事業(案)について

健康づくり推進課

<特定健診･特定保健指導事業＞

| 、特定健康診査

【目 的】生活習慣病の予防に着目した効果的･効率的な特定健診を実施し､被保険者の健康管理を図る。

【対象者】40歳以上75歳未満

【実施方法】医療機関における個別健診及び集団健診

【実施期間】令和7年8月～令和8年|月（済生会境港総合病院(人間ドック分):令和7年7月から）

【個人負担金】500円(40歳は無料）

2．特定保健指導

【目 的】特定健診の結果から､生活習慣病の発症リスクが高く､予防効果が多く期待できる人に対して、

生活習慣の改善を促し､生活習慣病の予防を図る。

【対象者】特定健診の結果から､動機付け支援又は積極的支援が必要とされた人

【実施方法】集団支援､個別面談､訪問等て､支援

動機付け支援：生活習慣改善に自主的に取り組むための目標と計画を立て､改善状況を確認する。

積極的支援：生活習慣改善に自主的に取り組むための目標と計画を立て､継続的な保健指導を行う

とともに､生活習慣改善をサポートし､改善状況を確認する。

※令和6年度から､済生会境港総合病院において国保人間ドックを受診され､特定保健指導の対象となった

人については､特定保健指導を済生会境港総合病院へ委託することて篭､健診受診日に実施し､実施率の

向上と効果的な指導につなげる。

【実施期間】令和7年4月～令和8年3月

【個人負担金】無料

＜特定健診未受診者対策事業＞

| ・特定健診未受診者への受診勧奨通知

【目 的】特定健診未受診者に対し､効果的かつ効率的に受診勧奨を行うことて謹受診率の向上を図る。

【対象者】特定健診未受診者

【実施方法】受診勧奨通知(AIによる個人の受診行動を分析分類し､はがき内容の送り分けを実施）

【実施期間】健診実施期間にあわせて実施
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2.みなし健診

【目的】医療機関を受診している特定健診未受診者について､治療のための検査データを医療機関から情報

提供していただくことにより､特定健診を受診したとみなし､受診率向上を図る。

【対象者】医療機関に通院しているが特定健診未受診の人

【実施期間】健診実施期間にあわせて実施 ．

＜生活習慣病等重症化予防対策事業＞

二次性骨折予防 (新規）

【目 的】骨折の既往歴がある二次性骨折のリスクのある未受診の人に対して､医療機関の受診勧奨や健

診指導を行い二次性の骨折を予防する。

【対象者】骨折などの既往歴がある二次性骨折のリスクのある未受診の人

【実施方法】面談や家庭訪問等で､医療機関の受診勧奨を実施するとともに生活習慣改善のための保健指導

を実施する。

糖尿病性腎症重症化予防

【目 的】糖尿病治療中の人および特定健診て鱗糖尿病による腎機能の低下が危倶される人や対して､医療

機関の受診勧奨や保健指導を行い重症化を予防する。

【対象者】

①前年度の特定健診受診者のうち､要医療または要再検査の人及び空腹時血糖

126mg/d1以上またはHbAIc6.5以上で､かつe-GFR60未満の人

②40歳以上で､以前糖尿病による医療を受けていたが､前年度に糖尿病て､の医療受診がなく、

かつ特定健診も未受診の人

【実施方法】健診結果で､医療や再検査が猫要な人に受診勧奨を実施し､早期に適切な医療に結びつけるとと

もに､治療中断者に対し家庭訪問や面談を実施し､医療が踏要な人には治療を再開するように勧

奨する｡更に､重症化を予防するため《生活習慣改善のための保健指導を実施する。

＜重複･頻回受診者訪問指導事業＞

【目 的】重複･頻回受診をしている被保険者に対し､訪問により受診状況を確認し､適正な受診へつなげ、

医療費の適正化を図る。

【対象者】レセプト情報をもとに､同じ疾病で複数の医療機関を受診している､又はI医療機関に多数日受診

している状態が3ケ月以上継続している人

【実施方法】家庭訪問や電話等で状況把握や適正受診･服薬のための保健指導を実施する。
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